
 阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和８年１月１６日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸 

 

阿賀野市規則第１号 

   阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例施行規則（平成２９年阿賀野市規則第

２０号）の一部を次のように改正する。 

 第９号様式中 

「 

 １ 目 的 甲は、次に掲げる作業を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

  （１）委託名称 農業基盤整備促進事業（農業者施工） 

  （２）作業場所 事業計画書（第１０号様式）のとおり 

  （３）作 業 量 事業計画書（第１０号様式）のとおり 

」 

を 

「 

 １ 目 的 甲は、次に掲げる作業を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

  （１）委託番号 

  （２）委託名称 農業基盤整備促進事業（農業者施工） 

  （３）作業場所 事業計画書（第１０号様式）のとおり 

  （４）作 業 量 事業計画書（第１０号様式）のとおり 

」 

に、 

「この契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上各々１通を保有す

る。」を「この契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上各々１通

を保有する（本書を電磁的記録で作成する場合は、発注者及び受注者が電子署名を行い、

各自その電磁的記録を保管する。）。」に改め、「㊞」を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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